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資料３

（ ）報告書骨子 案

１．何故････木造密集の再開発・再活性化が進まないか

○事業採算性が低い
○住民の合意形成が困難
○権利調整（権利変換）が困難

今までのやり方（一括、大規模）でできる所は終了
↓

逐次、小規模、連続的な新しい手法が必要

☆木造住宅密集地域の逐次、小規模、連続的建て替えのイメージ
［近角 ［小川］］

２．従前の再開発手法から新しい街づくり手法へ

容積率の増加、地価の上昇という手法で事業採算性を確保していく
手法の行詰り（再開発） （区画整理）

住民の合意形成の容易化

建替を公的機関が受託 権利関係の 住民の負担を軽減

（建設資金を調整を支援

(F/S調査を公的 公的部門が補助）

部門が実施)

＋αの付加価値 ＋βの公的負担
をもたらす 例えば
再活性化手法が 防災性
必要 環境保全性 ＋ アメニティ

バリアフリー
↓

土地の価値の向上 → 採算性の向上
（収益性が高くなる）
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３．ＳＩ利用の可能性

( )ＳＩの事例と分類 ［大西 ［小林 ［石橋］1 ］ ］

( )ＳとＩの分離2
①長期の利用 → 環境保全
②自由度大 → 接続 → 逐次・小規模が可能

増殖が容易

③公的負担の導入が容易（？）
＜資金＞
何故ＳＩなら 公的負担（補助）をしてよいか
どんなＳＩなら 〃

→ ・アーバンスケルトン
→ ・地域限定、特別区 → 防災目的等の特例措置

＜権利調整＞
調整を自治体等公的機関が支援又は関与 → 何故可能か

→ どういう形なら可能か
＜管理＞
Ｓの部分の管理を公が行う →何故可能か、

どういう形なら意味があるか
→ 何故ＳＩだと管理が容易か

〃 管理費が安くなるか
＜建設＞
Ｓの建設を自治体等公的機関が受託（又は自ら実施）

( )購入者･管理者からみたＳＩのメリット3
自分に合った間取りのﾏﾝｼｮﾝがＳＩでなくても選べる

↑
区分所有型ＳＩ集合住宅 →購入者にとっての購入時のメリット 小

→他人に売却するときのメリット 大

賃借型ＳＩ集合住宅 →・値下がりをどう防ぐ
→ 新しい装置の導入や設備のﾒﾝﾃが容易

・広いﾆｰｽﾞにどう答えられるか
→ 将来のﾆｰｽﾞ変化への対応が容易

中国・タイの例
☆Ｓ、Ｉを分離した方が公営集合住宅の保守コストが低い

↓
無駄が少ない

↓
公営住宅にＳＩが導入
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( )ＳＩ住宅のコスト比較 ［石橋］4

４．定借＋信託＋ＳＩ
ＳＩ (民事)信託
↓ ↓定借の導入 → 土地代が安くなる

需要に応じた 資金の手当が↓
賃貸料が安くなる 間取りが容易 容易になる

地主：
（ 賃貸マンションとしての競争力が上がる土地を貸す

より収益性大）

↓

・区分所有（時々に管理組合が決定）にしなくてよい
・賃貸者が一括してＳのメンテが可能

長期・安定で賃借 Ｓの所有者
長期賃貸 Ｓの賃貸人 の一括管理が可能
長期契約

又貸しを認めることで自由度が更に向上するとともに
賃貸住宅が投資・投機の対象となる。

ＳＩ賃貸方式の魅力増

☆ＳＩによって又貸しが可となった理由を汐留の例でつめること
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（参考）

区分所有の共有部分と専有部分とＳＩの関係

共有部分

専有部分

Ｓ

Ｉ


